
 

１．脱炭素を目指す欧州の対距離課金 

１）運輸部門における脱炭素政策 

欧州では脱炭素（カーボンニュートラル）に向けた取

り組みが進められている。2019 年の Green Deal 政策で

は「2050 年までに欧州を最初の気候中立大陸にし、生物

多様性を保護し、循環経済を確立し、汚染を排除する」

とのビジョンが示された。その具体策として 2021 年に

発表された「Fit for 55」では、「2035 年までにすべての

新車のゼロエミッション化」が目標として定められた。 

この背景として、欧州では運輸部門の温室効果ガス

（CO2）排出量が全体の 4 分の 1 を占め、かつ増加傾向に

あることが挙げられる。欧州委員会は、自動車の排ガス

規制をはじめとして、電気自動車のための充電設備の整

備、都市部へ流入する車両の排出基準の設定や混雑課金

の導入、鉄道へのモーダルシフトの推進、都市部での自

転車の利用などに取り組んでいる。特に自動車の排ガス

規制に関しては、自動車の CO2排出性能規則（Regulation 

2019/631/EU）と道路課金（ビニエット）指令（Directive 

1999/62/EC）の見直しを行っている。 

２）脱炭素に対応した道路課金指令の改正 

1999 年に制定された道路課金指令は、当初、インフラ

費用の回収を目的としていたが、2011 年の交通白書を契

機として、将来の輸送に対する投資資金の確保も目的と

された。また利用者負担・汚染者負担原則の適用に向け

て、これまで３度にわたり改正されてきた。すなわち、

2006 年には外部費用の内部化が明記され、2011 年には

外部費用料金（大気汚染、騒音）が導入された。また 2022

年には、2015 年のエネルギー戦略と 2016 年の Low 

Emission mobility 戦略を契機とした改正がなされた。同

改正案は欧州議会における否決など紆余曲折を経つつ

も、2022 年 2 月 18 日の欧州議会で承認、3 月 4 日の官

報[1]に掲載後、３月 25 日に発効した。EU 加盟国には 2

年以内に国内の法令整備を行うことが求められている。 

この新たな EU 指令の特徴は、以下の 2 点である。 

①汚染者負担原則の徹底のため、貨物車の道路料金を「時

間に応じた料金（ビニエット）」から「距離に応じた料

金（対距離課金）」に移行 

②より環境にやさしい車の普及のため、2026 年以降、環

境性能（CO2排出量）に基づく対距離課金額を設定 

これにより、道路課金はインフラ費用と外部費用（大

気汚染、混雑、CO2排出量）を反映し、COP21 の環境目

標と、上述した Green Deal 政策の目標に対応する持続

可能な交通政策として機能することとなった。 

３）ドイツの対距離課金の変遷 

ドイツでは、2005 年より、アウトバーンを走行する 12

トン以上の重量車を対象に、衛星による測位技術を用い

た対距離課金が実施されている。また、2015 年には課金

対象車両（7.5 トン以上）が、2018 年には課金対象路線

（高速道路 1.2 万 km に連邦道路約 4 万 km を追加）が拡

大された。課金額は、従来、インフラ費用と大気汚染費

用に基づいていたが、2019 年には騒音費用も追加され

た。なお、上述した 2022 年の道路課金指令の改正に伴

い、2023 年には CO2排出費用の追加が予定されている。 

４）課金原則からみた対距離課金の課題 

上述したように、道路の課金原則には、利用者負担原

則と汚染者負担原則がある。これまで、インフラ費用に

ついては、利用者負担原則に従って「総費用」の負担を

道路利用者に求めてきた。また、大気汚染や騒音、混雑

などの局地的な外部費用については、汚染者負担原則に

従って時間帯・地域ごとに生じる「限界費用」の負担を

Euro emission class に応じて原因車両に求めてきた。 

CO2は発生する時間帯・地域を問わない外部費用であ

るため、本来、燃料への炭素税で規制すればよい。ただ

し、2022 年の道路課金指令とその立法過程の文書では、

「調和的な燃料課税または排出権取引により考慮される

まで」の過渡的な仕組みとして、CO2排出量に基づく対

距離課金が提示された。その背景には欧州固有の事情が

あると考えられる。すなわち、加盟国間で燃料課税（燃

料税と炭素税）が調和化されなければ、税負担の小さい

国で給油し、税負担の大きい国の道路を走行することを

防ぐことができない。また、CO2排出を加味した対距離
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本研究では、Green Deal政策に基づき運輸部門の脱炭素を目指す欧州の対距離課金の最新動向を調査
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課金の導入で当該国内でのモーダルシフト、それに伴う

CO2削減という貢献をアピールできる。なお、今後は燃

料課税の調和化と運輸部門への EU-ETS（排出権取引制

度）の動向を注視する必要がある。 

他方で、炭素税を含む燃料課税と CO2排出量を考慮し

た対距離課金が併存すると、その合計額が外部不経済抑

制のための最適水準を超えた水準になることも考えられ

る。IMF では、2050 年に 80％削減を実現するために必

要な炭素税額を 2030年時点で 10～40ドル/t-CO2、2050

年時点で 40～150 ドル/t-CO2としているが[2]、すでにス

ウェーデンやフィンランドなどではそれを上回る水準の

炭素税が課せられている。この背景としては、運輸部門

が相対的に CO2 排出の削減が容易な部門と認識されて

おり、より徹底した脱炭素化（ゼロエミッション車への

移行等）を政策的に推進したいことがあると考えられる。 

２．日本の自動車関係諸税等への示唆 

１）ドイツと日本の自動車関係諸税の比較 

前節の議論にもとづき、大型車に対するドイツと日本

の自動車関係税・料金の比較の試算を行った（表１）。 

 

表１からは、日本はドイツに比べて自動車関係諸税と

高速道路料金の負担が小さく、半分程度であることがわ

かる。なお、試算の主な条件は以下のとおりである。 

・車両：大型車（総重量 20 トン、積載重量 11 トン、本体価

格 1,800 万円、保有年数 10 年、走行距離 100 万 km） 

・燃費：3.2km/リットル、軽油価格：2021 年 12 月時点 

・高速道路利用率：ドイツ 90%（連邦道路含む）、日本 43％ 

・高速道路料金（日本）：長距離逓減、大口・多頻度割引、深

夜割引を考慮 

・為替：1 ユーロ＝135 円で計算 

２）日本の自動車関係諸税・高速道路料金に対する示唆 

以上の検討を通じて２つの示唆が得られる（表２）。 

第一に、燃料課税に対する示唆である。わが国では、

2030 年までに CO2排出量を 2013 年比で 46%削減する

ことを目標に定めており、運輸部門でも大幅な削減が求

められている。それに対し、わが国の燃料課税のうち、

炭素税（温対税）は 289 円/t-CO2であり、上述した IMF 

 

の提唱水準に比べて極めて低い。欧州では、2026 年から

国境炭素税の導入を予定しており、このままでは日本か

らの輸出品がその対象ともなりうる。わが国でも、炭素

税の世界共通水準への引き上げ、脱炭素化に向けた設備

投資や技術革新を促す政策の立案・実行が必要である。 

炭素税の引き上げにあたっては、欧州諸国の実例が参

考になる。たとえば、スウェーデンやフィンランドでは、

炭素税導入時に既存のエネルギー税を軽減している。わ

が国でも、炭素税の引き上げ分だけ燃料税を引き下げる

ことが考えられる。なお、燃料税は依然としてインフラ

費用の回収の主たる財源であり、各国でも担税力のある

有力な財源と見なされてきており、一定水準を維持する

ことも考えられる。 

第二に、高速道路料金についての示唆である。わが国

では、これまで償還制の下でインフラ費用の回収を主目

的とした高速道路料金が課されてきた。しかし、欧州同

様、インフラ費用だけでなく、大気汚染や騒音、混雑な

どの局地的な外部費用の負担も求める必要がある。また、

上述したドイツの事例のように、課金対象路線に高速道

路以外の主要幹線道路を加え、対距離課金への転換を図

るべきと考えられる。 

その一方で、対距離課金における CO2 排出量の考慮

は、欧州固有の事情の結果とも考えられ、他国の車両が

走行しないわが国に当てはめることは妥当ではない。わ

が国では、CO2の削減は炭素税で対応し、インフラ費用

と局地的な外部費用は、時間・地域で課金額を変更でき

る対距離課金で対応することで、経済活動をゆがめるこ

となく、かつわかりやすい道路課金を実現することにな

るのではないだろうか。 
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課税段階 ドイツ 日本
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表１ 自動車関連税・料金の比較 

項目 示唆

燃料

課税

炭素税 ・世界共通水準への引き上げが必要

燃料税
・炭素税の導入時に引き下げも可能

・各国でも担税力のある有力な財源

対距離課金

(高速道路料金)

・インフラ費用の回収に加え、大気汚

染や騒音、混雑等の内部化の実施

・主要幹線道路の対象路線への追加

表２ 日本の自動車関係諸税に対する示唆 
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